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 　 研　 修　 名

○ Ⅰ 県職員 Ⅰ 技術職員

○ Ⅱ 市町村職員 Ⅱ 事務職員

Ⅲ その他（　　　　　　　　） Ⅲ 事務・技術職員

　　研修予定人員（実人員）

13:10 講義

13:50 講義

14:30 講義

14:50

15:00 講義

15:50 講義

16:25

16:30

土砂災害防止法研修

担　当　者 坂本　尚哉

主任以下必須研修　　　　　　・　　　　　　係長以上必須研修　　　　　　・　　　　　　選択研修　　　　　　・　　　　　　その他

　　目　　的　

　　職種・対象者　　　（○を記入して下さい）

　　研修担当課名 砂防課

場 所

企画防災係

松江地方気象台

特定開発行為許可について

県    職   員

20

研修科目及び主な内容実施日

20

市町村職員

研修方式 講　　　　師

企画防災係

　（具体的対象者）

①土砂災害防止法に基づき土砂災害警戒区域等の全県指定が完了したため、今後発生する特定開発行為等にかかる事務手続きについて、事務処理
の理解を深める。
②激甚化する土砂災害から住民の生命を守るため、行政が行う防災活動において参考となる各種防災情報について理解を深め、住民の適時適切な
避難行動に繋げる。

　　研修の重点項目  及び　変更点 

開始時刻

・県職員：土砂災害防止法許認可担当者、危機管理担当
・市町村：防災担当者、土砂法担当者、建築担当者

計

防災気象情報の利活用について

研修終了

質疑応答

土砂災害防止法の概要について

土砂災害警戒情報、危険度情報の情報伝達について

5月20日

土砂災害警戒区域等の再現手続きについて

休憩

40

企画防災係

企画防災係

【参考】島根県土木技術職員
　　　　　　研修指針による研修区分

①土砂災害特別警戒区域に係る県の規制の事務手続き等
②避難指示等の判断材料となる防災情報の活用方法


